
３．旅館業等の主な規制内容 

注）国の法令上の基準はないが、通知で玄関帳場（フロント）又はこれに類する設備を設けることを求めており、これを条例で基準化しているケースがある。 

  

ホテル営業 旅館営業 簡易宿所営業 農家民宿  国家戦略特区 

概  要 

洋式の構造及び設備を主
とする施設を設け、宿泊
料を受けて、人を宿泊さ
せる営業 

和式の構造及び設備を主
とする施設を設け、宿泊
料を受けて、人を宿泊さ
せる営業 

宿泊する場所を多数人
で共用する構造及び設
備を主とする施設を設
け、宿泊料を受けて、
人を宿泊させる営業 

農山漁村余暇法に基
づく農林漁業体験民
宿業のうち、農林漁
業者が営むもの 

 

一定の要件を満たす特区内の
施設を、賃貸借契約に基づき
条例で定めた期間（７日～１
０日）以上、外国人旅客に提
供するもの 

旅館業法 
 との関係 

適用あり 適用あり 適用あり 適用あり  適用除外 

名  簿 
氏名、住所、職業等を記
載した宿泊者名簿を備え
ること。 

同左 同左 同左  
同左 

（通知及び省令による措置）  

客 室 数 １０室以上 ５室以上 規制なし 規制なし  規制なし 

客室床面積 ９㎡以上／室 ７㎡以上／室 延床面積３３㎡以上 規制なし  
２５㎡以上／室 

（特区法に基づく規制） 

玄関帳場 

宿泊しようとする者との
面接に適する玄関帳場そ
の他これに類する設備を
有すること。 

同左    規制なし（注） 規制なし  規制なし 

換 気 等 
適当な換気、採光、照明、
防湿及び排水の設備を有
すること。 

同左 同左 同左  
同左 

（特区法に基づく規制） 

入浴設備 

宿泊者の需要を満たすこ
とができる適当な数の洋
式浴室又はシヤワー室を
有すること。 

当該施設に近接して公衆
浴場がある等入浴に支障
をきたさないと認められ
る場合を除き、宿泊者の
需要を満たすことができ
る適当な規模の入浴設備
を有すること。 

同左 同左  
浴室を有すること。 

（特区法に基づく規制） 

その他 

都道府県（保健所を設置
する市又は特別区にあっ
ては、市又は特別区）が
条例で定める構造設備の
基準に適合すること。 

同左 同左 同左  

滞在日数は７日から１０日ま
での範囲内において条例で定
める期間以上であること。  
（特区法に基づく規制） 
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